
     送 付 先 住 所 変 更 届 

 
 

堺市    区長殿                        令和   年   月   日 

 

国民健康保険に関する書類について、すべて下記送付先住所へ送付していただきますよう、届出します。 
 

□ 送付先住所に変更が生じた場合（依頼の取消を含む）は、必ず届出します。 

□ 送付先住所に住民票を異動することが可能となった場合は、直ちに住民票の異動を届出します。 

□ 送付先住所への郵便物が不着になった場合は、送付先変更を取り消され、国民健康保険に関する書類 

について、国保住所または住民基本台帳上の住所へ送付されることを了承します。 
 

国保住所  堺市    区 

世帯主名 

電話番号      －   －    （自宅・携帯・勤務先） 

 

※ 申請者が世帯主でない場合は記入 

住  所 

申請者名 

世帯主との続柄 （      ） 電話番号    －    －    （自宅・携帯・勤務先） 

 

送付先住所 （ 〒    －      ） 

 

 

電 話 番 号     －   －          （自宅・携帯・勤務先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保険年金課使用欄】 
 

□ 本人確認（ マイナンバーカード・免許証 ・       ） 

□ 申請者が世帯主でない場合 （ 委任状あり ・ 委任状なし ） 

受付 

 

 記号番号  － 

 

□一時的に居住地を離れているため 
□病院等に入院、入所しているため 
□その他 
 

 

 

 

変更期間   年  月  日から   年  月  日まで 

（※変更期間の指定がない場合は、届出日から変更となります。） 

申請理由等 

 

入  力   日 

課 長 

 

係 

 

係 長 

 

課長補佐 

 

送 付 先 住 所  ( 登録・削除 ) 

 

本書のとおり処理してよろしいか。 

   ・   ・ 


